
レンタルサポートシステムのご案内
　当社では、当社レンタル品をご使用中の万ーの事故に備え、お客様の損害の全部又は一部を当社が負担するレン
タルサポートシステムを設けております。レンタル品をご注文される際、併せてレンタルサポートシステムをお申し
込み頂きますようお願い申し上げます。
　なお、レンタルサポートシステムのお申し込みを頂く際、各レンタル品毎に定められたサポート料をお支払い頂き
ます。
　また、事故に際し、レンタルサポートシステムをご利用頂く場合には、1名又は1事故に付き、一定の金額（お客様
ご負担金）をお支払い頂く場合があります。詳細につきましては下記をご参照下さい。

注3.  動産総合サポートにおける、0.25～0.7各種バックホーの部分損お客様ご負担金については、1事故につき250,000円となります。
注4.  お客様ご負担金は増額となる場合があります。詳しくは【レンタルサポートシステムのご注意】をご参照ください。

注.  お客様ご負担金は増額となる場合があります。詳しくは【レンタルサポートシステムのご注意】をご参照ください。

注.  お客様ご負担金は増額となる場合があります。詳しくは【レンタルサポートシステムのご注意】をご参照ください。

1事故につき、滅失全損価格 の30%の金額
1事故につき、滅失全損価格 の50%

●サポート料：1日あたり200円～（車種により異なります。）

●サポート料：1日あたり200円～（機種により異なります。）

●サポート料：1日あたり30円～（機種により異なります。）

（対象機種：登録ナンバーを付す乗用車・トラック・ダンプ・大型ローラー等）

（対象機種：バックホー・ブルドーザ・ホイールローダー・4tローラー等）

（対象機種：水中ポンプ・高圧洗浄機・バイブレーター等）

1事故につき15万円
1事故につき、減失全損価格の10％、又は15万円の高い金額

1事故につき15万円
1事故につき、減失全損価格の10％、又は15万円の高い金額

※

※

※ 減失全損価格（レンタル品が盗難被害等により返却できない場合や、全損の場合の当社からの請求額）は、当社までお問合せ頂ければ
　 直ちにご回答いたします。
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1 . サポート料は、弊社ヤードを出荷した日から、入庫した日までの通算日数を乗じてお支払い頂きます。
2 . レンタル期間中に事故があった場合、速やかに当社へ連絡の上、必要な措置を講じてください。連絡遅延により、現場保存の措置がとれない場合、レン
  タルサポートシステムは適用されません。
3 . レンタルサポートシステムを申請する際、当社が指定する必要書類及びその他の提出物を必ずご提出ください。当社が指定する必要書類等が提出さ
  れない場合、レンタルサポートシステムは適用されません。
4 . レンタル品が盗難にあった場合、警察署において盗難届が受理された場合に限り、レンタルサポートシステムを適用いたします。
5 . お客様が当社レンタル品を部分損させ、その修理金額が100万円を超える場合、お客様ご負担金は、当社が定める金額、又は当該修理額の15％の
  金額の高い金額といたします。
6 . レンタルサポートシステムが適用された事故日から3週間以内に再度事故を起こした場合、お客様ご負担金は、当社が定める金額の1.5倍の金額とい
  たします。
7 . 当社がレンタル出荷日前180日以内に取得したレンタル物件（新車）に車両サポート又は動産総合サポートを適用する場合、お客様ご負担金は当社が
  定める金額の1.2倍の金額といたします。
8 . レンタルサポートシステムの対象は、当社が所有するレンタル品に限ります。当社が他社のレンタル品を転貸した場合、他社の補償制度を適用いたし
  ます。
9 . 自動車サポート及び建設機械サポートにおける他人とは、申込者の親族、申込者の使用人、申込者の下請負人又はこれらに類する者以外の者を指
  します。
10. レンタル物件の修理や納車等に日数を要する場合の休車損害については、レンタルサポートシステムが適用されません。
11. サポート料は諸般の事情により、見直しを行う事があります。

【レンタルサポートシステムのご注意】

※

滅失全損価格の30%

滅失全損価格の50%

※建設機械サポート動産総合における、0.25～0.7各種バックホーの部分損お客様ご負担金については、1事故につき25万円となります。

減失全損価格の10％、
又は15万円の高い金額

減失全損価格の10％、
又は15万円の高い金額
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1 . サポート料は、弊社ヤードを出荷した日から、入庫した日までの通算日数を乗じてお支払い頂きます。
2 . レンタル期間中に事故があった場合、速やかに当社へ連絡の上、必要な措置を講じてください。連絡遅延により、現場保存の措置がとれない場合、レン
  タルサポートシステムは適用されません。
3 . レンタルサポートシステムを申請する際、当社が指定する必要書類及びその他の提出物を必ずご提出ください。当社が指定する必要書類等が提出さ
  れない場合、レンタルサポートシステムは適用されません。
4 . レンタル品が盗難にあった場合、警察署において盗難届が受理された場合に限り、レンタルサポートシステムを適用いたします。
5 . お客様が当社レンタル品を部分損させ、その修理金額が100万円を超える場合、お客様ご負担金は、当社が定める金額、又は当該修理額の15％の
  金額の高い金額といたします。
6 . レンタルサポートシステムが適用された事故日から3週間以内に再度事故を起こした場合、お客様ご負担金は、当社が定める金額の1.5倍の金額とい
  たします。
7 . 当社がレンタル出荷日前180日以内に取得したレンタル物件（新車）に車両サポート又は動産総合サポートを適用する場合、お客様ご負担金は当社が
  定める金額の1.2倍の金額といたします。
8 . レンタルサポートシステムの対象は、当社が所有するレンタル品に限ります。当社が他社のレンタル品を転貸した場合、他社の補償制度を適用いたし
  ます。
9 . 自動車サポート及び建設機械サポートにおける他人とは、申込者の親族、申込者の使用人、申込者の下請負人又はこれらに類する者以外の者を指
  します。
10. レンタル物件の修理や納車等に日数を要する場合の休車損害については、レンタルサポートシステムが適用されません。
11. サポート料は諸般の事情により、見直しを行う事があります。

【レンタルサポートシステムのご注意】

※

滅失全損価格の30%

滅失全損価格の50%

※建設機械サポート動産総合における、0.25～0.7各種バックホーの部分損お客様ご負担金については、1事故につき25万円となります。

減失全損価格の10％、
又は15万円の高い金額

減失全損価格の10％、
又は15万円の高い金額
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